
安全認証を受けた新品の自転車用ヘルメット　
亀岡市内の店舗で１年以内に購入したもの

　申し込み・問い合わせ先　　亀岡市自治防災課（市役所６階）

　【電話】０７７１－２５－６７８８（平日8:30～17:15）

　【E-mail】jichibousai@city.kameoka.lg.jp

対象者 ※ただし、過去に同補助金の交付を受けていないこと　

ヘルメット購入費用の２分の１以内

令和８年３月３１日まで

※ただし、購入費用が10,000円以上の場合は補助金額は5,000円までです。

今なら

半額
で買えるかも

自転車用ヘルメット購入費用補助

亀岡市民

ヘルメットを着用している場合と比較して、

着用していない場合の致死率は約１.８倍です

ヘルメット

補助金額

受付期間

対象



申請受付：自治防災課（市役所６階）

申請書

申請者名

購入日

購入店名

但し書き

購入金額
の記載内容を確認します　

本人確認書類

申請者及び補助対象者の

氏名

生年月日

住所
の確認をします

ヘルメット（購入した対象のもの。安全認証の確認をします）

通帳等

亀岡市役所６階自治防災課の窓口

でお渡しします。

※１８歳未満の子が使用するヘルメット

の申請をする場合は、申請者（保護者）
と使用者（子）の本人確認書類を持って
きてください。

通帳の１ページ目に記載の

金融機関名

支店名

種別

口座番号

口座名義人を確認します

↑詳しくはこちら

✓□

✓□

✓□

申請方法　自転車用ヘルメット購入費用補助

領収書
申請者名義の補助金振込先口座が確認

できるもの

亀岡市ヘルメット補助金 検索

亀岡市ホームページからもダウ

ンロードできます。

※ヘルメットを購入したことがわかる
内容であることを確認してください。

※

購入日から1年以内に必ず申請してください。

亀岡市内の店舗で購入し、過去に同補助金
の交付を受けていないことが条件です。

✓□

✓□✓□

　申請には、以下のものを必ず持ってきてください。


